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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通気性を有する内壁と外壁にて中空の２重円筒状に形成され、上端を中央部に上記中空
部に開口する開口筒を有する天板にて閉じ、下端を底板にて閉じてなり、内壁と外壁との
間に薬剤を含浸させた薬剤担持体を容器内で通気性を有する状態で充填してなる薬剤容器
と、
　一端部に吸込筒を有し、他端部に通風孔を有する筒体内に上記吸込筒から吸い込んだ空
気を通風孔から放出するようにしたファンを設けたファン装置とからなり、
　薬剤容器の開口筒にファン装置の吸入筒を係脱可能に嵌め合して接続してなる
　ことを特徴とする蒸散器。
【請求項２】
　薬剤容器の外壁の上端部を部分的に非通気性にしたことを特徴とする請求項１記載の蒸
散器。
【請求項３】
　通気性を有する内壁と外壁にて中空の２重円筒状に形成され、上端を中央部に上記中空
部に開口する開口筒を有する天板にて閉じ、下端を中央部に上記天板を設けた開口筒に係
脱可能に嵌合する開口筒を有する底板にて閉じてなり、それぞれの内壁と外壁との間に薬
剤を含浸させた薬剤担持体を容器内で通気性を有する状態で充填してなる複数の薬剤容器
を、
　底板側の開口筒に天板側の開口筒を嵌合することにより順次連結し、
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　連結方向一端側に位置する薬剤容器の天板側の開口筒に、
　一端部に吸込筒を有し、他端部に通風孔を有する筒体内に上記吸込筒から吸い込んだ空
気を通風孔から放出するようにしたファンを設けたファン装置の吸込筒を係脱可能に嵌合
して接続し、
　連結方向他端側に位置する薬剤容器の底板側の開口筒を閉じてなる
　ことを特徴とする蒸散器。
【請求項４】
　薬剤容器を構成する内壁と外壁の通気性を有する部分の開口率を３０～９０％にしたこ
とを特徴とする請求項１、２、３のいずれか１項記載の蒸散器。
【請求項５】
　連結部にスポンジ、ゴム、０リング等のパッキン材を介装させた請求項１、２、３、４
のいずれか１項記載の蒸散器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、蒸散性薬剤を含浸した薬剤担持体に空気を通過させることにより薬剤を蒸散す
るようにした蒸散器に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
この種の蒸散器は広く知られており、例えば実開平２－１１６４５２号全文明細書に示さ
れたものがある。この従来のものは、中心部を中空にした円筒容器を円方向に隔壁にて数
分割し、これの１つおきの区割の内側面と外側面に通風孔を設けると共に、それぞれに異
なる薬剤を含浸させた粒状の薬剤担持体を入れ、この円筒容器を、この円筒容器の内径と
外径のそれぞれに密着する構成の２重円筒構成になっており、かつ、内外の両筒に、内外
とも１ケ所だけに上記円筒容器の１つの区割の通気孔の幅に合った通風口を設けた外部容
器内にセットし、円筒容器を回転して、これの１つの区割を外部容器の通風口の位置に合
わせることにより、外部容器の内筒の内側より供給される空気が円筒容器の区割内を通っ
て外方へ吹き出され、これにより、上記円筒容器の区割内に収納した薬剤担持体から薬剤
が蒸散されて外方へ拡散されるようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記した従来の蒸散器にあっては、薬剤担持体を収納した円筒容器の内側から外方へ向け
て空気を供給して、薬剤担持体間を通過した後に外部へ放出されるようになっているため
、外部容器の内側から送風する空気は上記薬剤担持体間を通る間にこれの勢いが弱められ
てしまい、内部容器の外方へ放散される空気の勢いは弱く、蒸散薬剤を含有した空気の到
達距離が短くならざるを得ず、これを補うためには外部容器に備えるファンの送風量を増
やさなければならず、これは装置の大型化を招くという問題がある。
【０００４】
一方上記した従来の蒸散器にあっては、円筒容器を回転することにより、蒸散薬剤の種類
を変えることができる反面、各区割に収納される薬剤担持体の量は決められているため、
適用空間、使用有効期間等の仕様諸元が限定されたものになってしまい、これらの仕様諸
元が異なる状態で使用することができなかった。
【０００５】
本発明は上記のことに鑑みなされたもので、送風機の大きさに対して、この送風機よりの
風にて蒸散される薬剤の拡散到達距離を大きくすることができ、また、適用空間及び使用
有効期間等の仕様諸元を必要に応じて任意に変えることができるようにした蒸散器を提供
することを目的とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明に係る蒸散器は、通気性を有する内壁と外壁にて中
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空の２重円筒状に形成され、上端を中央部に上記中空部に開口する開口筒を有する天板に
て閉じ、下端を底板にて閉じてなり、内壁と外壁との間に薬剤を含浸させた薬剤担持体を
容器内で通気性を有する状態で充填してなる薬剤容器と、一端部に吸込筒を有し、他端部
に通風孔を有する筒体内に上記吸込筒から吸い込んだ空気を通風孔から放出するようにし
たファンを設けたファン装置とからなり、薬剤容器の開口筒にファン装置の吸入筒を係脱
可能に嵌め合して接続してなる構成になっている。
　そしてこの蒸散器において、薬剤容器の外壁の上端部を部分的に非通気性にした。
【０００７】
　また、本発明に係る蒸散器は、通気性を有する内壁と外壁にて中空の２重円筒状に形成
され、上端を中央部に上記中空部に開口する開口筒を有する天板にて閉じ、下端を中央部
に上記天板を設けた開口筒に係脱可能に嵌合する開口筒を有する底板にて閉じてなり、そ
れぞれの内壁と外壁との間に薬剤を含浸させた薬剤担持体を容器内で通気性を有する状態
で充填してなる複数の薬剤容器を、底板側の開口筒に天板側の開口筒を嵌合することによ
り順次連結し、連結方向一端側に位置する薬剤容器の天板側の開口筒に、一端部に吸込筒
を有し、他端部に通風孔を有する筒体内に、上記吸込筒から吸い込んだ空気を通風孔から
放出するようにしたファンを設けたファン装置の吸込筒を係脱可能に嵌合して接続し、連
結方向他端側に位置する薬剤容器の底板側の開口筒を閉じてなる構成になっている。
　そして上記各蒸散器において、薬剤容器を構成する内壁と外壁の通気性の開口率を３０
～９０％にし、さらにこれらの連結部にスポンジ、ゴム、０リング等のパッキン材を介装
させた。
【０００８】
【作　用】
ファン装置の吸引空気により薬剤容器内の薬剤蒸気が吸引され、この薬剤蒸気はファン装
置のファンにて直接ファン装置の外部へ吹き出されていく。このとき、薬剤容器内の薬剤
担持体を充填した薬剤容器の上端部に、薬剤担持体が押しつまって隙間があいても、薬剤
容器のファン装置側端部の外周を非通気性にしたことにより、この空間内へ外側から空気
が吸入されることがない。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図１、図２は本発明の第１の実施の形態を示すもので、図中１はファン装置、２はこのフ
ァン装置１に対して係脱可能に結合できるようにした薬剤容器である。
【００１０】
ファン装置１は一端を開放した円筒体３と、この円筒体３の開放側を係脱可能に閉じる蓋
体３ａとからなる枠体内にファン４、モータ５及び電池６等の送風のための必要部材が収
納してある。円筒体３の底板には円筒状の吸込筒７が設けてある。そしてこの吸込筒７よ
り、円筒体３の開口部にわたって拡開状にしたダクト８が設けてあり、このダクト８内に
ファン４がモータ５の駆動軸に連結して配置されている。このファン装置１はファン４が
モータ５にて回転することにより吸込筒７より空気を吸い込むようにした構造になってい
る。
【００１１】
蓋体３ａには多数の通風孔９が設けてある。なお上記モータ５はこの蓋体３ａの中心部に
取り付けてあり、また電池６は上記ダクト８より外側に配置され、蓋体３ａを閉じること
により係合保持されるようになっているが、これらの配置及び係合は図示の状態に限るも
のではなく、設計上任意にとることができる。
【００１２】
薬剤容器２は２重円筒状になっており、これの上端側は、中央部に上記ファン装置１の吸
込筒７に係脱可能に嵌合する開口筒１０を有する天板１１にて閉じられている。また、下
端は底板１２にて係脱可能に閉じられている。そしてこれの内壁１３と外壁１４には多数
の通風孔１５が設けてあり、この内側に薬剤を含浸させた薬剤担持体１６が収納されてい
る。ファン装置１の底板と薬剤容器２の天板１１との間に気密具としてのスポンジまたは



(4) JP 4771447 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

ゴム等のパッキン１７が介装してある。
【００１３】
図３は上記第１の実施の形態の変形例を示すもので、ファン装置１と薬剤容器２との結合
が、それぞれの吸込筒７と開口筒１０の間に０リング１８を介装して係合されている。そ
してこの例では、薬剤容器２の外壁１４の上端部の幅ｗにわたって盲状になっていて、こ
の部分の通気性がないようにしてある。この部分は外周に非通気性のテープを巻いた構成
にしてもよい。
【００１４】
このように、あらかじめ薬剤容器２の通気性部分の側面の上端部に通気性のない部分を施
しておくことにより、使用中に薬剤容器２の上端部に隙間が生じても、薬剤担持体１６の
ない部分を通過する気流が生じることがなくなり、無駄な気流の発生を防止することがで
きる。この通気性のない部分の幅ｗは２～２０ｍｍであればその目的を十分に達成するこ
とができる。
【００１５】
図４は本発明の第２の実施の形態を示すもので、薬剤容器２は複数の容器２ａ，２ｂ，２
ｃ…にて構成されている。この各容器２ａ，２ｂ，２ｃは同一構成となっていて、ファン
装置１に対して直列状に任意の数にわたって連結できるようになっている。
【００１６】
容器２ａ，２ｂ，２ｃはそれぞれ通気性を含む内壁１３ａと外壁１４ａの２重構造になっ
ていて、天板１１ａには上記ファン装置１の吸込筒７に係脱可能に嵌合する開口筒１０ａ
がまた底板１２ａには上側の開口筒１０ａに係脱可能に嵌合する開口筒２０が設けてあり
、それぞれの内部に粒状の薬剤担持体１６が充填されている。２１は最下端に位置する容
器２ｃの開口筒２０を閉じる蓋である。
【００１７】
上記薬剤担持体１６に含浸する薬剤としては、害虫防除剤、消臭剤、香料、防菌・防カビ
剤等で、いずれも風を当てることにより蒸散性を有しているものである。そしてこれらに
は、例えば以下のようなものが例示できる。
【００１８】
（害虫防除剤）
ピレスロイド系殺虫剤：アレスリン、ｄｌ・ｄ－Ｔ８０－アレスリン、ｄｌ・ｄ－Ｔ－ア
レスリン、ｄ・ｄ－Ｔ－アレスリン、ｄ・ｄ－Ｔ８０－プラレトリン、レスメトリン、ｄ
ｌ・ｄ－Ｔ８０－レスメトリン、エンペントリン、テラレスリン、トランスフルスリン、
フラメトリン、フェノトリン、エトフェンプロックス、テフルスリン、フェンフルスリン
等
【００１９】
このほかに、害虫成長制御剤としてピリプロキシフェン、メトプレン、ハイドロプレン、
フェノキシカルプ等が、また、害虫忌避剤としてディート、ジメチルフタレート、ジブチ
ルフタレート、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール、ｐ－ジクロルベンゼン、カプリ
ン酸ジエチルアミド、カンファー等が、さらに、機能性天然精油に、アニス油、オレンジ
油、カシア油、グレープフルーツ油、シソ油、クローブ油、シトロネラ油、シナモン油、
ハッカ油、ヒバ油、ヒノキ油、ペパーミント油、ユーカリ油、レモングラス油、ゼラニウ
ム油、フェンネル油等である。
【００２０】
（消臭剤）
シトロネラ油、レモングラス油、ボルニルアセテート、安息香酸メチル、安息香酸エチル
、フェニル酢酸エチル等。
【００２１】
（香料）
動物性、植物性の天然香料、或いは炭化水素、アルコール、アルデヒド、ケトン、ラクト
ン、オキシド、エステル類等の人工香料。
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【００２２】
（防菌防黴剤）
エチルアルコール、イソプロピルアルコール、フェノール、チモール、ｏ－フェニルフェ
ノール、ヒノキチアゾール等。
【００２３】
また、上記薬剤を担持する薬剤担持体１６の材質は、これらの薬剤を担持できるものであ
れば何でもよい。例としてセルロース質（パルプ）、無機鉱物（ゼオライト等）、樹脂等
が挙げられる。
【００２４】
そして上記薬剤担持体１６の形状は、薬剤容器２の通風孔１５から抜け落ちず、かつ通気
性を確保できるものであれば何ら問わない。例えば、糸状、繊維状、シート状物を折りた
たんだもの、粒状、ペレット状等が挙げられる。そして粒状であれば直径２～１５ｍｍが
好ましく、より好ましくは３～１０ｍｍである。２ｍｍより小さいと通風孔１５より抜け
落ちてしまうおそれがあるほか、細密充填された場合に通気性が悪くなる。１５ｍｍより
大きいと、薬剤容器２への充填効率が悪くなるばかりか、比表面積が小さくなり、薬剤蒸
散の効率が悪くなる。
【００２５】
一方、上記薬剤担持体１６を収納する薬剤容器２の大きさは、本発明の特性である蒸散効
率の高さを生かし、コンパクトな機器を提供するという目的から、外径が５～２０ｃｍ、
内径が２～１８ｃｍ、高さが２～４０ｃｍの大きさが適当である。なお、上記した第３の
実施の形態では、この高さの範囲内で複数に分割した大きさの容器２ａ，２ｂ，２ｃ…を
用いる。
【００２６】
また、薬剤容器２の内壁表面積（ファン吸引側）の外壁表面積（外気導入側）に対する割
合は、、２５～９５％が好ましく、より好ましくは３５～８５％である。これが２５％以
下であると外気導入に対してファン吸引の抵抗が大きすぎて効率的ではない。また９５％
以上であると、内径が大きくなり、薬剤容器２の全体に対して薬剤担持体１６を収納する
容積が小さくなり、効率的ではない。
【００２７】
さらに、薬剤容器２の外径Ｄと、高さＨの比は、Ｄ：Ｈ＝３：１～１：３の範囲であるこ
とが望ましい。これを大きく外れると、各部位における通気量のばらつきが大きくなりす
ぎ、結果として効率的な薬剤の蒸散が行われなくなる。
【００２８】
薬剤容器２の構成材料としては、通気性を有する部分には金属、合成樹脂、紙・布等、種
類は問わないが、経済性、成形の容易さ等から合成樹脂が好ましく、中でも内容物に対す
る耐薬品性等の点から、ポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等が好
ましい。また、通風孔１５の形状としては、網状、格子状、各種模様抜き等が例示できる
。
【００２９】
そして、通気性を有する部分の開口率（面積）は３０～９０％が好ましく、より好ましく
は４０～８０％である。９０％を超えると中空体自体の強度が保てなかったり、異物が入
り込んだりする恐れがあるほか、内容物がこぼれ出てしまう。また、開口率が３０％より
低いと通気の障害となりエネルギーのロスとなるばかりか、薬剤容器２の重量も増し、経
済的でない。
【００３０】
ファン装置１の電源としては、上記各実施の形態では電池６を用いた例を示したが、これ
はＡＣ、ＤＣの電源等、モータ５を駆動できる電源であれば何ら問わない。本発明の特性
である蒸散効率の高さを生かすという点では、アルカリ及びマンガン乾電池の他に、ニッ
カド、リチウム、水素充電池、太陽電池等を用いたＤＣ電源が好ましい。
【００３１】
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またこの装置のファン４としては、送風機能を有するものなら何ら問わない。
例として、シロッコファン、プロペラ（軸流）ファン等が挙げられる。また、上述の電源
およびファンにあわせモータの選択は任意であるが、本発明の特性である蒸散効率の高さ
を生かすという点では電源、ファン、モータを組み合わせ駆動した場合の消費電流は５～
３００ｍＡ程度が好ましい。５ｍＡ以下では送風能力が弱すぎ、３００ｍＡ以上では電源
の消耗が激しく、乾電池の場合寿命が短すぎる。また、駆動時の送風量はその用途にもよ
るが、１０～５００Ｌ／分が効率的である。
【００３２】
上記構成において、モータ５にてファン４を駆動することにより、底板１２、蓋２１にて
閉じられた薬剤容器２の内壁１３の内側の空気がファン装置１側へ吸引され、これの蓋体
４より外方へ放出される。このときの薬剤容器２からの吸引空気は薬剤容器本体２の外壁
１４の外側から吸引され、この間に薬剤容器２内に収納した薬剤担持体１６に含浸された
薬剤が蒸散してこの空気と共にファン装置１より放出拡散される。
【００３３】
（実施例１）
図１、図２にて示した第１の実施の形態の蒸散器において、薬剤容器２の内壁１３の径を
４０ｍｍ、外壁１４の径を８０ｍｍ、高さを８０ｍｍに、さらに吸込筒７の内径を３０ｍ
ｍにすると共に、両壁１３，１４を目開き２ｍｍの金網にて構成し、この容器内に蒸散可
能な香料を含浸させた粒状の薬剤担持体１６を充填した。またファン装置１との連結部（
吸込口７）の内径を３０ｍｍにした。ファン装置１のファン４は直径３０ｍｍ、その風量
は毎分５０リットルのものを使用した。そしてこれをファン付き芳香器として３３ｍ２（
１０坪）の部屋で４ケ月間稼動させた。
【００３４】
その結果、小型のファンであるにもかかわらず、香料は部屋全体にいきわたり適度な芳香
が３ヶ月間以上にわたって持続し、３３ｍ２という大きな空間に加え小型のファンであっ
ても芳香蒸散器としてその機能を発揮させることができた。
【００３５】
（実施例２）
この実施例２では、図３に示した構成、すなわち、ファン装置１と薬剤容器２との連結部
を、吸込筒７と開口筒１０とこの間に０リング１８を介在させて嵌合、また薬剤容器２の
外壁１４の上端から所定の幅ｗにわたって通風孔１５を有しない盲状の円筒状になってい
る。
【００３６】
この図３に示した蒸散器において、薬剤容器２の内壁１３の径を４０ｍｍ、外壁１４の径
を８０ｍｍ、高さを２００ｍｍに、さらに吸込筒７の内径を３０ｍｍにすると共に、外壁
１４の上端部の盲部分の１５ｍｍを残した部分と内壁１３の全面を目開き２．５ｍｍの金
網にて構成し、この容器内に蒸散性を有する殺虫剤を含浸させた粒状の薬剤担持体１６を
充填した。ファン装置１のファン４は直径３０ｍｍ、その風量は毎分５０リットルのもの
を使用した。そして、これをファン付殺虫器として６６ｍ２（２０坪）の部屋で連続して
３ヶ月間稼動させた。
【００３７】
その結果、小型のファンであるにもかかわらず、殺虫効力は部屋全体にいきわたり、その
効力は３ヶ月間にわたって持続した。このとき、薬剤容器２内の粒状の薬剤担持体１６は
振動によって容器上部に８ｍｍの空間ができたが、容器本体２の外壁１４の上部が１５ｍ
ｍにわたって盲部となってこの幅１５ｍｍの部分からは空気が吸入されないため、容器内
の薬剤担持体１６からの殺虫剤の蒸散には何ら障害はなかった。
【００３８】
（実施例３）
図４に示した第２の実施の形態の連結型の蒸散器で、各容器２ａ，２ｂ，２ｃの内壁１３
ａを３０ｍｍ、外壁１４ａを７０ｍｍ、高さを４０ｍｍに、ファン装置１の吸込筒７の内
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径を２５ｍｍにすると共に、容器の両壁１３ａ，１４ａを目開き２．５ｍｍの金網にて構
成し、各容器２ａ，２ｂ，２ｃ内に薬剤担持体１６を充填した。ファンを装置１のファン
４は直径２５ｍｍ、その風量は毎分３５リットルのものを用いた。
【００３９】
この実施例３では、薬剤容器２として１個の容器２ａのみを用いた場合、１６．５ｍ２（
５坪）の部屋で連続１ヶ月の効力があることが確認されている。そしてこの薬剤容器２と
して２個の容器２ａ，２ｂを、また３個の容器２ａ，２ｂ，２ｃを連結して用いた場合の
持続効果を調べたところ、２個連結で２ヶ月、３個連結で３ヶ月と、容器の連結数に比例
した持続効果が得られ、しかも容器の数を増加させても、ファン装置１による送風性能が
変化することが全くなかった。
【００４０】
上記した各実施例にて確認できるように、通気性を有する内外壁内に薬剤担持体を充填し
た薬剤容器の開口筒にファン装置１の吸気側を連結し、ファン装置１にて上記薬剤容器２
の薬剤担持体間を通る空気を吸引し、これをファン装置１の吐出側から外部へ拡散するよ
うにしたことにより、３３～６６ｍ２という大きな部屋であり、しかも、小型のファン４
であっても蒸散器としての機能を十分発揮させることができることが判明した。
【００４１】
上記したように、本発明に係る蒸散器はファン装置１にて、薬剤容器側から空気を吸引し
、これをファン装置より排出するようにしたが、この吸引式の効果を確認するために、フ
ァン４による風の方向を逆にしてファン装置から吹き出した空気を上記薬剤容器２を経て
外部へ放出する、いわゆる吹き出し式のものとを以下の実験にて比較した。
【００４２】
蒸散器は図１、図２に示したものを用いた。そしてファン４は風速は１ｍ／ｓ、風量５０
Ｌ／分、薬剤はトランスフルスリン８％、実験場所は図５に示す１１ｍ×６ｍ、高さ２．
５ｍの部屋２１で、試供虫はアカイエカを１０匹入れたネット状の袋（１）～（９）を図
５に示すように、部屋２１の長手方向両側部と中央部のそれぞれの短手方向の３個所の合
計９個所に床より１ｍの位置に配置した。そして蒸散器Ａを部屋２１の一端部に、風の吹
き出し方向を部屋２１の中央側へ向けて床より１ｍの部屋で配置した。このときの経過時
間（１０分～１３０分、１０分間隔）における各袋内のアカイエカの落下仰転数を調べた
。
【００４３】
その結果で、ファン装置を吸込式にし、ファン装置の吹き出し側を部屋側へ向けて配置し
、薬剤－ファン－吹き出しの順に風が流れる場合（本発明）を表１に、またファン装置を
吹き出し式にし、薬剤容器側を部屋側へ向けて配置し、ファン－薬剤－吹き出しの順に風
が流れる場合を表２に示す。
【００４４】
図５において、（１）～（３）の袋は揮散器の前方１ｍ以内に位置しており、（４）～（
６）の袋は約５ｍ、（７）～（９）の袋は約１０ｍの距離にある。
【００４５】
表１、表２において、蒸散器Ａから近い（１）～（３）の袋内のアカイエカは双方とも３
０～４０分で１０匹全部が落下仰転した。そして（４）～（６）の袋のものは吹き出し式
のものでは表２に示すように全てのアカイエカが落下仰転するのに１２０分～１３０分か
かったのに対し、吸い込み式のものでは表１に示すように５０～６０分で全てが落下仰転
した。さらに、（７）～（９）の袋のものでは、吹き出し式のものでは表２に示すように
、１３０分経過しても全く落下仰転しないのに対して、吸い込み式のものでは表１に示す
ように、１３０分で大略全てのアカイエカが落下仰転した。
【００４６】
【表１】
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【００４７】
【表２】

【００４８】
【発明の効果】
本発明によれば、薬剤容器からファン装置にて、薬剤容器内の薬剤担持体を通った空気が
吸引され、この空気がファン装置から直接外部へ放出されるため、蒸散器より放出される
空気の勢いが強く、従って薬剤蒸気を含む空気の拡散到達距離が大きくなり、小型のファ
ンを用いた蒸散器でもって大きな部屋での拡散効力を発揮することができる。
【００４９】
また、薬剤容器のファン装置側の端部の外周を非通気性にしたことにより、薬剤担持体を
充填した薬剤容器の上部に空間ができたとしても、この空間への空気の吸入は上記非通気
性部分にてさえ切られるため、薬剤容器からの薬剤蒸気の吸込み効果が上記薬剤容器上部
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の空間によって損なわれることがない。
【００５０】
また、薬剤容器を連結可能にした複数の容器にて構成したことにより、使用条件に合わせ
て薬剤容量を変えることができると共に、部分的な交換もすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態を示す平面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態の他例を示す断面図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態を示す断面図である。
【図５】実験用部屋での実験の様子を示す説明図である。
【符号の説明】
１…ファン装置、２…薬剤容器、２ａ，２ｂ，２ｃ…容器、３…円筒体、３ａ…蓋体、４
…ファン、５…モータ、６…電池、７…吸込筒、８…ダクト、９，１５…通風孔、１０，
１０ａ，２０…開口筒、１１，１１ａ…天板、１２…底板、１３，１３ａ…内壁、１４，
１４ａ…外壁、１６…薬剤担持体、１７…パッキン、１８…０リング、２１…蓋。

【図１】 【図２】
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【図５】
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